
　標準報酬の月額が育児
休業手当金では 47 万円以
上、介護休業手当金では
50 万円以上となる場合に
適用となります。

028 － 615 － 7816
上記記事に関する
お問い合わせは

保健課

給付名 給付割合 給付日額上限相当額

育児休業手当金

67 ／ 100
（休業期間 180 日まで）

13,695 円
（7 月まで 13,622 円）

50 ／ 100
（休業期間 181 日以降）

10,220 円
（7 月まで 10,165 円）

介護休業手当金 67 ／ 100 15,075 円
（7 月まで 14,992 円）

育児・介護休業手当金の
給付日額の上限変更

～平成30年８月～

 入学金等の随時貸付を行います

　共済組合では、組合員や組合員のお子様の入学時に必要な資金を貸付けます。合格通知書が届き次第、納付時期に
合わせて随時申込みができますので、事前に共済組合または共済事務担当課までご相談ください。
　なお、修学貸付は３月から別途申込みができます。詳細は『共済だより』平成 31 年１月号に掲載します。

028 － 615 － 7805
上記記事に関する
お問い合わせは

総務課福祉係

年 1.26％
平成30年9月現在

限 度 額 給料の６か月分（最高 200 万円）

対 象となる
必 要 経 費

・入学金、その他入学時納付金
・授業料、教材費
・アパート等に要する費用
・通学のための交通費　　　　　など

償 還 方 法
◦毎月償還（償還期間が長い）　
◦毎月償還（償還期間が短い）
◦毎月・期末勤勉手当併用償還（申込金額 101 万円以上の場合）

申込み方法

次の書類を共済事務担当課に提出してください。

  【提出書類】

  ①貸付申込書　②借用証書　③借入状況申告書　④貸付事故の有無に係る申告書
  ⑤貸付未償還元利金の控除依頼書　⑥印鑑登録証明書
  ⑦添付書類
　  ・合格通知書または入学許可書の写し
　  ・戸籍抄本等（被扶養者でない子の場合）
　  ・必要経費が確認できる書類（入学案内書、賃貸契約書の写しなど）

  ※①～⑤は当組合ホームページからダウンロードできます。
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